
１．研究の背景

住宅政策は終戦直後の住宅の絶対的不足という住宅問

題に応急的に対応することから始まった。政策の要であ

った住宅建設五箇年計画（1966～2005）には、建築基準

法（以降、基準法）という文言は存在しない。 

基準法は最低基準を定め、台風・火事などから庶民住

宅を守る目的で策定された。経済発展の中で、特定行政

庁（以降、特庁）1は、確認審査に追われ、完了検査と違

反対策には手が回らず、密集市街地ができてから「20 世

紀の負の遺産」2と大騒ぎしている3。阪神・淡路大震災

（1995年）で被災した家屋に明らかな違反建築が混じっ

ていたことから全都道府県に設けられた推進協議会を軸

に官民が一致して完了検査 100％実施（＝新しい違反ゼ

ロ）を目指す運動4を展開した。 

住宅政策は、住生活基本計画（2011）に至って、密集

市街地整備の手段として基準法を取り入れた。

現在の住宅政策を支える制度的枠組みの一番の課題は

大規模地震等に備えた安全・安心の実現5、基本的視点の

一番は市場重視の政策展開と消費者政策の確立である。

市場の失敗から建築安全を守る基準法の視点と重なる。

２．既往研究と研究目的

速水１）は、建築士法が住宅問題の技術的解決策として

構想され、基準法は、「検査が行われなければ一般庶民建

築の質的な改善面はゼロである。」と検査重視で制定され

たことを明らかにした。松本２）は、生産物としての建築

物の特性(品質が目に見えない等)に着目して、政府規制

としての法定検査の意義を指摘した。 

増渕３）は、完了予定日を過ぎても検査済とならない物

件の一つ一つについて、督促する、現場に立ち入るなど

の対話を続けることによって、特庁奈良県、神戸市、八

尾市が「概ね 100％」を達成したこと、なお申請しない

建築主には完了検査と同等の検査を実施し、結果の報告

を求め、立入り検査によって法適法性を確認することで

完了検査 100％全数実施が可能である、即ち「基準法に

基づく完了検査は 100％実施できるという原理が存在す

る。」ことを明らかにした。 

巽４）は、住宅建設五ヶ年計画において民間自力建設住

宅が住宅政策の対象となっていないがこれからは狭義の

住宅行政だけではなく建築行政を含むべきとした。高田

５）は、民間住宅供給システムにおいて、技術基準の設定

を通じて、空間的・物財的特性をコントロールする技術
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図-２ 建築種別の「みかけの完了検査率」 

 
図-３ 三角屋根の CB住宅の南立面（真境名達哉氏） 

 
図-４ 旭川市の「みかけの完了検査率」. 

 
表-１ 室蘭市の実質完了検査率 
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確認件数（建築） みかけの完了検査率

％件

1号 2号 3号 4号 合計

確認件数 48 0 14 239 301

取り下げ件数 2 0 0 0 2

確認件数（①-②） 46 0 14 239 299

用途変更件数 5 0 0 0 5

取り止め件数 0 0 0 4 4

建設中 7 0 3 7 17
完了検査率算定、
確認件数（③-④-⑤-⑤
‘）

34 0 11 228 273

検査済証交付件数 34 0 11 221 266

完了検査率（⑦/⑥） 100% - 100% 97% 97%

未検査件数（⑥-⑦） 0 0 0 7 7

  ※未検査件数には、未着工件数も含む

て住宅、４号建築物の中心は 2階建て以下の木造住宅で

ある。阪神・淡路大震災の翌年の 1996年度の検査率は、

２号建築物は 18％、4号建築物は 20％。最低限の安全基

準さえ確認されない住宅が大量に供給されていた。 

４―２．概ね 100％に達した多くの特庁 

筆者は、既述の通り、特庁奈良県、神戸市、八尾市を

事例とした研究により「完了検査 100％原理」を発見し

た。その後、2015 年まで研究を続け１６）、「概ね 100％」

特庁が増加していることを明らかにしている。事例を示

す。 

（１） 北海道 

国交省に保管されている未発表データを調べ、北海道

が高い完了検査率を維持していることが分かった。道内

の 48特庁ごとに調べた。道庁は、「検査を受けるのは当

然。」と話の口火をきった上で、「初の民選知事である田

中敏文知事が、『住宅改善の推進』に取り組む政策を打ち

出した。1953年制定の「北海道防寒住宅建設等促進法（寒

住法）」により、ＣＢ造住宅が法的に推奨された（公営住

宅や金融公庫融資住宅は簡易耐火構造（図-３）であるこ

とや防寒性に優れていることが義務づけられた。）ことを

背景に、当時各地で造成が進められたニュータウン中心

に大量に建てられた。道内の公庫融資比率は極めて高く

80％、90％だった。バブルの頃、自己資金だけの建築主

が増えたが、公庫仕様が工務店で普通に使われ、検査を

受けるのが当然となった。道の住宅政策が、結果とし基

準法第７条の完成検査が当然という風土を作ったのかも

しれません。」としている。 

旭川市の「みかけの完了検査率」は 100％超である（図

-４）。2011年度に、新築工事の実質完了検査率が 99％に

達している。室蘭市は、「試算したら、未受検は４号建築

物の増築７件のみで１号と３号の実質完了検査率が

100％になっていることに驚きました。」とした（表-１）。 

（２）埼玉県一斉受検督促が支える「概ね 100％」 特庁 

 埼玉県は「確認年度内に完了した新築の確認物件」に

ついて実質完了検査率 100％実施を掲げる。さいたま市

など 15 特庁と、松伏町など 29 限定特定行政庁8がある。

期間を決め県下で一斉に受検督促運動を行い、さいたま

市は「99.9％」の年度を持つ（表-2）。県の指導のもとで

100％を目指す埼玉の「一斉受検督促運動」方式は、人口

規模の小さな特庁を含むすべての特定が一丸となって

100％を目指す全国的な運動に採用できる方策といえる

のではないか。 

 

 
図-１ 確認件数と「みかけの完了検査率」 

的制御手段の存在を明らかにした。住宅金融公庫６）は大

震災で倒壊した木造在来工法にあっても、技術的制御手

段を備えた融資住宅では人命にかかわる被害は極めてす

くなかったと報告している。 
土岐７）は、基準法上の２項道路6に着目し「都市空間に

おいて基準法が目指す目標は建築物の不燃化(単体規定)

であり、道路の広幅員化(集団規定)である。」とした。 
関８）は、完全な建物が使用中に不安な住居に変ずるこ

とを予防する機能も持つ住居監督制度を提唱した。広原

ら９）、伊丹１０）は、行政主導の戸建住宅管理システムを

提案し、山﨑１１）は基準法第 8 条（維持管理）が適切に

運営されれば、住宅管理は社会化するのではないかと指

摘した。 

速水１２）は、大阪府建築課にいた内藤と西山夘三に接

点があったことを明らかにした（下記）。 

【1937 年に日本建築協会主催の座談会１３）で二人が同

席した。後になって、西山はこの座談会を「有益だった。」

と振り返える。この少し前、大阪府建築課にいる同窓の

荒木正巳や和田登から、大阪に大量に建設されつつある

長屋が、通り庭を持たないなど、それ以前とは明らかに

異なる奇妙な形式を持つことを教えられ、庶民住宅の住

み方調査に手を付け始めていた。＜中略＞のちに建築計

画の嚆矢（こうし）として名高い存在となる西山にとっ

て、以後の方向を探る上で重要な会だった。】 

本研究は、第一に新築時の最低限の安全の証である完

了検査 100%実施を考察する。第二に市街地環境を形成す

る上で重要な機能を果たしている道路に着目し、完了検

査 100%実施が居住地環境を改善し密集住宅市街地整備

を支援する手段になりうる一方で、「歴史

細街路」と共存しうることを考察する。

第三に利用段階にある戸建て住宅の安全

を維持管理する方策と基準法を考察する。 

 

３．研究の方法 
 ３－１．研究の方法の特徴 

2002～2005年度に、神戸市で違反対策

の責任者を務め、新築工事の完了検査率

を「概ね 100％」に向上させ基準法を活

用して老朽危険家屋を解消した体験１４）

を背景にしている。 

 

３―２．研究の方法 

完了検査率は、国が公表する「建築基

準法施行関係統計報告集計結果表」に記載された完了検

査件数と確認件数を用いる。完了検査率 100％を論じる

にはヒヤリング調査と公開された完了検査率を用いる。

「住環境の向上に結び付く完了検査率の向上」を論じる

には大阪府松原市で行った２項道路実態調査による。密

集市街地の改善に関してはヒヤリングと文献研究による。

戸建て管理については事業者ヒヤリング調査と文献研究

による。なお国が公表する完了検査率は、ある年度にお

いて、その期間中に建築確認された件数を分母に、その

期間中に検査済証が交付された件数（過年度の物件も含

まれる）を分子としたもの。ある年度において建築確認

された件数に対応した検査済証の交付率（実質完了検査

率）を表わさないので、「みかけの完了検査率」１５）と評

される。高検査率になると 100％を超えることがありデ

ータの意味を失う。 

 

４．完了検査率 100％完全実施社会の到来 
 ４―１．確認件数と完了検査率の動向 

1965年からの確認件数と「みかけの完了検査率」を示

す(図-１)。1965年度に 65万件だった確認件数が、経済

成長期に約 140万件を記録している。完了検査率は 10％

台から 90％へ向上した。2014年度「みかけの完了検査率」

100％だが、検査を要しない「用途変更のみ」確認件数を

削除7すると 100.02％であり、行政データとしての意味

を失った。高い完了検査率は住宅市場を動かし 2018年改

正で「重要事項説明書」に検査済証の記載欄ができた。  

次に、基準法上の建築種別ごとの「みかけの完了検査

率」を図-２に示す。２号建築物のほとんどが木造三階建
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図-２ 建築種別の「みかけの完了検査率」 

 
図-３ 三角屋根の CB住宅の南立面（真境名達哉氏） 

 
図-４ 旭川市の「みかけの完了検査率」. 
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土岐７）は、基準法上の２項道路6に着目し「都市空間に

おいて基準法が目指す目標は建築物の不燃化(単体規定)

であり、道路の広幅員化(集団規定)である。」とした。 
関８）は、完全な建物が使用中に不安な住居に変ずるこ

とを予防する機能も持つ住居監督制度を提唱した。広原

ら９）、伊丹１０）は、行政主導の戸建住宅管理システムを

提案し、山﨑１１）は基準法第 8 条（維持管理）が適切に

運営されれば、住宅管理は社会化するのではないかと指

摘した。 

速水１２）は、大阪府建築課にいた内藤と西山夘三に接

点があったことを明らかにした（下記）。 

【1937 年に日本建築協会主催の座談会１３）で二人が同

席した。後になって、西山はこの座談会を「有益だった。」

と振り返える。この少し前、大阪府建築課にいる同窓の

荒木正巳や和田登から、大阪に大量に建設されつつある

長屋が、通り庭を持たないなど、それ以前とは明らかに

異なる奇妙な形式を持つことを教えられ、庶民住宅の住

み方調査に手を付け始めていた。＜中略＞のちに建築計

画の嚆矢（こうし）として名高い存在となる西山にとっ

て、以後の方向を探る上で重要な会だった。】 

本研究は、第一に新築時の最低限の安全の証である完

了検査 100%実施を考察する。第二に市街地環境を形成す

る上で重要な機能を果たしている道路に着目し、完了検

査 100%実施が居住地環境を改善し密集住宅市街地整備

を支援する手段になりうる一方で、「歴史

細街路」と共存しうることを考察する。

第三に利用段階にある戸建て住宅の安全

を維持管理する方策と基準法を考察する。 

 

３．研究の方法 
 ３－１．研究の方法の特徴 

2002～2005年度に、神戸市で違反対策

の責任者を務め、新築工事の完了検査率

を「概ね 100％」に向上させ基準法を活

用して老朽危険家屋を解消した体験１４）

を背景にしている。 

 

３―２．研究の方法 

完了検査率は、国が公表する「建築基

準法施行関係統計報告集計結果表」に記載された完了検

査件数と確認件数を用いる。完了検査率 100％を論じる

にはヒヤリング調査と公開された完了検査率を用いる。

「住環境の向上に結び付く完了検査率の向上」を論じる

には大阪府松原市で行った２項道路実態調査による。密

集市街地の改善に関してはヒヤリングと文献研究による。

戸建て管理については事業者ヒヤリング調査と文献研究

による。なお国が公表する完了検査率は、ある年度にお

いて、その期間中に建築確認された件数を分母に、その

期間中に検査済証が交付された件数（過年度の物件も含

まれる）を分子としたもの。ある年度において建築確認

された件数に対応した検査済証の交付率（実質完了検査

率）を表わさないので、「みかけの完了検査率」１５）と評

される。高検査率になると 100％を超えることがありデ

ータの意味を失う。 

 

４．完了検査率 100％完全実施社会の到来 
 ４―１．確認件数と完了検査率の動向 

1965年からの確認件数と「みかけの完了検査率」を示

す(図-１)。1965年度に 65万件だった確認件数が、経済

成長期に約 140万件を記録している。完了検査率は 10％

台から 90％へ向上した。2014年度「みかけの完了検査率」

100％だが、検査を要しない「用途変更のみ」確認件数を

削除7すると 100.02％であり、行政データとしての意味

を失った。高い完了検査率は住宅市場を動かし 2018年改

正で「重要事項説明書」に検査済証の記載欄ができた。  

次に、基準法上の建築種別ごとの「みかけの完了検査

率」を図-２に示す。２号建築物のほとんどが木造三階建
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として突出違反も多く、通り抜けるのもやっとという狭

隘道路さえ存在する。ところが、完了検査率が向上した

2002年に旧村内で 2項道路の中心後退を守った物件が出

現した。以降、道路後退を守るのが当たり前になり、幅

80㎝の２項道路が４ⅿに拡がる事例も現れた。（図-６）。

なお、市の開発指導要綱は、戸数が２戸以上、もしくは

土地面積が 500㎡以上のものには５ⅿ道路をもとめるか

ら、結果として、基準法が道路行政にも貢献している。 

５－２．高い完了検査率が狭隘道路事業を支援 

基準法の緩和規定を用いて狭隘道路を解消すべく行わ

れている手法には、街並み誘導型地区計画、建蔽率特例

許可、３項道路9、連単建築物設計制度、43 条第一項た

だし書許可の５つが見られる。 

足立区が進める「街区プラン10」は、四方が「２項道

路」を含む基準法上の道路」等に囲まれた固まりを一つ

の街区ととらえ、街区内部に対して 43条ただし書許可を

活用する制度である。行政側が、予め街区内の一宅地ご

とに緩和規定を満たすプランを作成しておき、建て替え

相談がきた時に「たたき台」として提案する仕組みだ。  

「街区」を囲む道路の一部分に、２項道路突出違反を

確認できる（図-７下部〇内）。最低限の安全基準を満足

していない道路も政策の枠組みとしていることが分かる。

足立区は、「直下型地震の切迫性を踏まえ、区の最大の弱

点である木造住宅密集市街地整備のために、『無接道家屋』

の建替えを促進することで、燃え広がらないまちの実現

を図る政策を優先したと推察される。完了検査 100％実

施が可能であることが明らかだから、建て替え工事のた

びに２項道路後退が守られ、遠からず４ｍ以上の道路が

実現するがことが確実である。足立区の街区プランの安

全安心の実効性を「完了検査 100％実施」が支援してい

ると考えてよかろう。 

なお、街区の中でも「特定地域；幅員 1.2ⅿ以上 1.8

ⅿ未満の通路に面する家屋」に指定されると、許可条件11

（２階建て以下の専用住宅、1 時間準耐火もしくは耐火

建築物とする、二方向避難を確保するなど：図-８）を満

たせば無接道家屋が建替えできる。避難路は、居住開始

後も３年に一度の定期報告を条件とする。2016 年、第一

号計画が西新井で完成した。2021年 3月の建築審査会に

上程された第二号の足立一丁目計画は、2.7mに拡幅の通

路協定を締結の上、二方向避難路を確保するため、緊急

避難通路や避難通路を設け、維持する計画である。「街区

プラン」の要点は、「２方向避難」を街区単位で見極め、

担保するという点にあり、そういう担保がないところと

あるところとでは、43 条ただし書き運用が違っても良い

という考え方が維持管理段階にまで貫かれていると考え

られる。 

５－３．安全と文化の統一 

歴史細街路と基準法の調和を図る取り組みが京都市な

どでなされてきた。２項道路突出違反が蔓延している頃

は、「古い町並みだから検査を申請しないのもしかたがな

い。」と基準法の外に見過ごされてきた歴史細街路が、

100％に近い検査率が実現すると、「しかたがない。」では

済まされず、歴史と安全の統一という課題が全国的に鮮

明になってくると考えられる。 

（１）京都市 密集市街地・細街路対策１７） 

京都市は細街路・密集事業は密集市街地対策という位

置づけで歴史的街区内の細街路対策に取り組んでいる。

面的に一気に解決する道ではなく、個別建て替えを誘導

する方策の一つとして、3項道路指定を進めている。2006

年度に祇園で３項の第一号指定した（図-９）。 

（２）那覇市首里金城町の歴史的細街路整備１８） 

首里城の南斜面にある金城地区には琉球王朝時代の街

道である真玉
ま た ま

道
みち

がある。地区内には幅員 1.5～3ｍの細街

路が多く、私有地内には石畳・石積が残されてきた。周

到な街路網整備の上で 2006年に 15路線（内、13路線が

細街路）が都市計画道路(＞4m)に認定され、②私有地に

残されてきた石畳・石垣は、道路施設に移管することで

歴史的景観が守られた（図-10）。歴史細街路を３項の緩

和規定でなく第１項に規定する一般道路とした事により、

通常の確認申請が行われ、完了検査 100％に進むことが

できる。 

 

図-６ ２項道路中心後退が集まった三叉路 

 
（３） 「概ね 100％」に急接近した京都市 

 2005(H.17)年度に 48.2％という低い水準だった京

都市が、2019年度に 99.5％に急上した（図-５）。2011

年度からは「実質完了検査率」である。 

 2015 年 10 月に記者発表した「京都市建築物安心安

全実施計画の中間点検と今後充実する取組について」

の中で、京都市は、「未着工もまま放置されているもの、

自己資金のみで融資を受けず検査済証の必要性を認識

していないもの、建築確認どおりの計画で工事がなさ

れていないもの（特に増築に多い傾向がある）」という

分析をしている。「増築工事を中心にパトロールをする

ことにしている。」 とする。確認申請は出すが（既存

建築物には既存不適格や、実態違反があるケースも少

なくないので）検査は受けないという事例が多い中で、

京都市が増築を含む完了検査実施率を 99.5％に到達

した意義は大きい。 

 
５．住環境の向上に結び付く完了検査率の向上 

 道路は、建築物との関係において、単に通行の場と

いうにとどまらず、建築物の利用、災害時の避難路、

消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保

など安全で良好な環境の市街地を形成する上で極めて

重要な機能を果たしている。本章では道路に着目して、

高い完了検査率が住環境改善に結びつく事例を報告す

る。次に歴史的な街並み景観の保全と基準法の求める

最低限の安全確保の両立を目指す京都市と那覇市の事

例を示す。 

 
５－１．完了検査率の向上に伴う２

項道路後退順守が住環境を改善 
 基準法が空文化していた時代、２

項道路突出違反は蔓延しており、違

反対策職員が出向いても、応じなか

った。 
完了検査率の向上に伴い大きく変

わった。大阪府松原市高見の里は、

最古の国道と言われる竹ノ内街道と

長尾街道を斜めにつなぐ斜
しゃ

向
こう

道
どう

にあ

る旧村が発展した住宅地である。高

度経済成長期に建て替えが進み、村

の面影を残す建築物は、登録文化

財・田中家住宅など数軒にすぎない。

旧村内は２項道路が卓越する。実態

表-2 埼玉県内の実質完了検査率 2013年度 

 

 
 

図-５  京都市の完了検査実施率（京都市作成） 
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として突出違反も多く、通り抜けるのもやっとという狭

隘道路さえ存在する。ところが、完了検査率が向上した

2002年に旧村内で2項道路の中心後退を守った物件が出

現した。以降、道路後退を守るのが当たり前になり、幅

80㎝の２項道路が４ⅿに拡がる事例も現れた。（図-６）。

なお、市の開発指導要綱は、戸数が２戸以上、もしくは

土地面積が 500㎡以上のものには５ⅿ道路をもとめるか

ら、結果として、基準法が道路行政にも貢献している。 

５－２．高い完了検査率が狭隘道路事業を支援 

基準法の緩和規定を用いて狭隘道路を解消すべく行わ

れている手法には、街並み誘導型地区計画、建蔽率特例

許可、３項道路9、連単建築物設計制度、43 条第一項た

だし書許可の５つが見られる。 

足立区が進める「街区プラン10」は、四方が「２項道

路」を含む基準法上の道路」等に囲まれた固まりを一つ

の街区ととらえ、街区内部に対して 43条ただし書許可を

活用する制度である。行政側が、予め街区内の一宅地ご

とに緩和規定を満たすプランを作成しておき、建て替え

相談がきた時に「たたき台」として提案する仕組みだ。  

「街区」を囲む道路の一部分に、２項道路突出違反を

確認できる（図-７下部〇内）。最低限の安全基準を満足

していない道路も政策の枠組みとしていることが分かる。

足立区は、「直下型地震の切迫性を踏まえ、区の最大の弱

点である木造住宅密集市街地整備のために、『無接道家屋』

の建替えを促進することで、燃え広がらないまちの実現

を図る政策を優先したと推察される。完了検査 100％実

施が可能であることが明らかだから、建て替え工事のた

びに２項道路後退が守られ、遠からず４ｍ以上の道路が

実現するがことが確実である。足立区の街区プランの安

全安心の実効性を「完了検査 100％実施」が支援してい

ると考えてよかろう。 

なお、街区の中でも「特定地域；幅員 1.2ⅿ以上 1.8

ⅿ未満の通路に面する家屋」に指定されると、許可条件11

（２階建て以下の専用住宅、1 時間準耐火もしくは耐火

建築物とする、二方向避難を確保するなど：図-８）を満

たせば無接道家屋が建替えできる。避難路は、居住開始

後も３年に一度の定期報告を条件とする。2016 年、第一

号計画が西新井で完成した。2021年 3月の建築審査会に

上程された第二号の足立一丁目計画は、2.7mに拡幅の通

路協定を締結の上、二方向避難路を確保するため、緊急

避難通路や避難通路を設け、維持する計画である。「街区

プラン」の要点は、「２方向避難」を街区単位で見極め、

担保するという点にあり、そういう担保がないところと

あるところとでは、43 条ただし書き運用が違っても良い

という考え方が維持管理段階にまで貫かれていると考え

られる。 

５－３．安全と文化の統一 

歴史細街路と基準法の調和を図る取り組みが京都市な

どでなされてきた。２項道路突出違反が蔓延している頃

は、「古い町並みだから検査を申請しないのもしかたがな

い。」と基準法の外に見過ごされてきた歴史細街路が、

100％に近い検査率が実現すると、「しかたがない。」では

済まされず、歴史と安全の統一という課題が全国的に鮮

明になってくると考えられる。 

（１）京都市 密集市街地・細街路対策１７） 

京都市は細街路・密集事業は密集市街地対策という位

置づけで歴史的街区内の細街路対策に取り組んでいる。

面的に一気に解決する道ではなく、個別建て替えを誘導

する方策の一つとして、3項道路指定を進めている。2006

年度に祇園で３項の第一号指定した（図-９）。 

（２）那覇市首里金城町の歴史的細街路整備１８） 

首里城の南斜面にある金城地区には琉球王朝時代の街

道である真玉
ま た ま

道
みち

がある。地区内には幅員 1.5～3ｍの細街

路が多く、私有地内には石畳・石積が残されてきた。周

到な街路網整備の上で 2006年に 15路線（内、13路線が

細街路）が都市計画道路(＞4m)に認定され、②私有地に

残されてきた石畳・石垣は、道路施設に移管することで

歴史的景観が守られた（図-10）。歴史細街路を３項の緩

和規定でなく第１項に規定する一般道路とした事により、

通常の確認申請が行われ、完了検査 100％に進むことが

できる。 

 

図-６ ２項道路中心後退が集まった三叉路 

 
（３） 「概ね 100％」に急接近した京都市 

 2005(H.17)年度に 48.2％という低い水準だった京

都市が、2019年度に 99.5％に急上した（図-５）。2011

年度からは「実質完了検査率」である。 

 2015 年 10 月に記者発表した「京都市建築物安心安

全実施計画の中間点検と今後充実する取組について」

の中で、京都市は、「未着工もまま放置されているもの、

自己資金のみで融資を受けず検査済証の必要性を認識

していないもの、建築確認どおりの計画で工事がなさ

れていないもの（特に増築に多い傾向がある）」という

分析をしている。「増築工事を中心にパトロールをする

ことにしている。」 とする。確認申請は出すが（既存

建築物には既存不適格や、実態違反があるケースも少

なくないので）検査は受けないという事例が多い中で、

京都市が増築を含む完了検査実施率を 99.5％に到達

した意義は大きい。 

 
５．住環境の向上に結び付く完了検査率の向上 
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表‐３. 戸建て住宅の維持管理に関する提言、意見 

 

標題 概要 義務化 検査 費用 専門家

日本弁護士連合会提言

住宅の安全性について、建築後使用を終えるまで５年毎
に検査を行い、安全基準を満たさないものに対しては必
要な補修を義務付ける。国又は地方公共団体は、安全性
を欠く住宅が使用されないように常時監督を行う。

○ ○

「家検」制度
１０年毎に「家検」を受け、耐震性が欠けているものについて
は、修理を義務付ける

○ ○ ○

金井：最低限度の維持管理行為を動機(義務)付けること
が必要であろう

○

神田：詳細な規定で適法性を問題とするよりも、ホームドクター
のように建築士を割り当てて、その人の責任で改装・改築による
質の向上を期待する

建築士

古阪：「法令遵守ガイドライン」（建築基準法上の維持保全の努
力義務（第8 条）、民法上の土地工作物責任（第717 条））で周
知の上、法的責任を課する

○

神戸市住生活基本計画
既存建築物（筆者注、利用段階における）適法性を維持していく
必要があります。

npo法人消費者住宅フォーラム：消費者を支援する「ハウスドク
ター制度」確立のためのモデル構築事業。

○ 事業者

npo法人住宅長期保証支援センター：登録住宅いえかるて：住宅
履歴情報引渡後も点検案内のサポートがあるので安心。点検結果
はWEB上の「維持保全記録」に蓄積

○ 事業者

都市・建築にかかわる社会
システムの戦略検討特別
調査委員会

杉山：戸建て住宅等に関しては，建築規制ではなく消費者保護施
策として行うべきではないか。

建築法体系勉強会

（「家歴書」）長期優良住宅
の普及の促進に関する法
律に採択された事例

 第 8条を根拠に「このまま放置すると外壁や瓦が落下

して通行人や近隣の方に危害を与える恐れがあります。

ついては適正な維持管理をお願いします。」という特庁名

の通知文を建物所有者等に送付して、解体撤去、大規模

リフォーム工事などに結び付けた特庁２１）がある。第 8

条の指導に応ぜず、著しく危険な状態になった建築物に

対し命令・行政代執行２１）した事例も報告されている。 

イ.維持管理段階の建築物の安全安心を守る行政指導 

安全で安心して住み続けられるまちづくりの実現に資

することを目的に制定された「豊島区建築物等の適正な

維持管理を促進する条例, 2014」は、条例第 11 条（緊

急安全措置）に基づき、危険な状態を軽減 するために必

要最低限度の措置をとることができる。さらに検査済証

のない建築物に対し「法適合性証明」を発行する第 12

条（建築基準法令に関する調査）の規定を備え、空き家

発生の防止も意図12している。 

６－２．戸建て管理ビジネスの事例13 

 大掃除が定期点検につながり、家が建った後も日常的

に出入り大工が補修などを担う「戸建管理システム」が

機能していた歴史がある。現代、日常的に所有者を支え

る住宅事業者が存在する。以下に、事例を示す。 

①日置建設(明石市) は基準法で建てた物件であっても、

長期優良住宅制度に倣って、住宅履歴を自社の標準仕様

書に盛り込んでいる。 

②日本戸建管理(大阪市)  は 200項目にわたる検査を年

間 1100 円で行い、毎年リフォーム工事等に使用できる

10,000円のサービス券を発行する。撮影した写真はスマ

ホで送信し、帰社すると報告書(家歴書にプラス)にコピ

ーされているから省力化できている。 

③かしの木建設 (千葉市)  は年に２回、顧客訪問サービ

スを実施。所要経費に相当する工事の受注にもつなげて

いる。顧客がチェックシートに記入すると修繕工事に使

えるチケットを渡し、自主点検を促している。 

６－３．第 8条を活用した戸建て管理支援の提起 

建築物の維持管理のいわば素人である所有者の自己責

任に委せっきりでは、破壊的なリフォームや白アリ・雨

漏りを放置する等の無管理に陥り、次の大地震で、倒壊

死を防げない恐れがある。完了検査 100％（全数実施）

が現実のものとなった今、戸建て管理という課題は一層

鮮明になったと考えられる。住宅市場で生まれている戸

建て管理ビジネスの動きと連携して、第８条を戸建て管

理の支援手段として活用する施策を議論することは現実

的課題であると考える。 

 

 

図-７ 第一号を含む街区プラン               図-８ 建て替え前後のイメージ 

   
図-９ 祇園で３項の第一号を指定（土岐悦康氏）   図-１０ 首里金城地区 細街路(文献 29より引用) 

 
  
 
 

６．利用段階にある戸建て住宅の安全維持の支援 

戸建て住宅の維持管理の義務付けを求める意見や提案

がなされてきた（表-3）。本章では、「建築物の所有者、

管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築

設備を常時適法な状態に維持するように努めなければな

らない。」とする第８条（維持管理）について考察する。

次に、住宅事業者が戸建管理をサポートするシーズが住

宅市場で育っていることを示し、戸建て管理を支援する

手段として第８条の活用の可能性を検討する。 

６－１．基準法第８条（維持管理）の考察 

（１）現行の第８条（維持管理）の解釈 

①第８条（維持管理）は状態規定である。いかなる場合

も“その状態”になっていなければならない。 

②（違反）違反建築物は、第９条の措置による。 

③（罰則）建築時の違反は、建築士等の専門家が中心な

ので、罰則を適用する。建築物の維持管理の当事者であ

る所有者等は素人なので、８条違反への罰則はない。 

④維持管理段階で実態違反になれば、９条命令する。 

以上。 

（２）昭和 37年までの第８条（維持管理）の解釈 

第８条は所有者などに維持管理の努力義務を課すだけ

で罰則もなく不完全法規とよばれる。しかし、昭和 37

年度改正までは『第 9条は建築工事にともなう違反であ

り、10条は既存建築物または建築物の維持管理を怠るこ

とによって生じた場合についての規定である。』１９）と解

釈されていた。第８条は義務規定だった時代があったと

考えることができる２０）。 

（３）8条を拠り所にした建築指導行政の事例 

ア.老朽住宅の解消 
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1. 序論
1-1.　背景と目的

日本におけるコーポラティブ住宅は、建設後、区分所
有となるため、共同性注 1) の維持継承が課題とされてきた。
本研究の研究課題は、住み継ぎが進む中で、建設当初の
理念を継承しつつ、現代ニーズに適合させる運営がどの
ように行われているのかである。執筆者らは、一連のシ
リーズとして同一地域・同年代・同規模で建設されたコー
ポラティブ住宅群「都住創」を対象とし、土地建物登記
簿による調査と所有者等に対するインタビューを行い、
主に建設組合に参加した第一世代に焦点を当てた運営履
歴を明らかにした注 2)。

本稿では、建設後、第一世代等から所有権の移転がな
された所有者 ( 本稿では「次世代」と呼ぶ。注 3)) に焦点
をあてる。建設を協同していない次世代がコーポラティ
ブ住宅をどのように捉え、居住者コミュニティにどのよ
うに参加し、共同性を継承しているのかを明らかにする

ことを目的とする。
1-2.　都住創とは

都住創とは「都市住宅を自分達の手で創る会」コーポ
ラティブ住宅群の略称である。「都市に住む」「共同建設
を行う」「住宅の質を高
める」という３つの目標
注 4) をもとに、建築家の
安原秀、中筋修が中心と
なって大阪の谷町界隈に
展開された。1977-2002
年に 20 棟が建設された。
現在は新規棟の建設は行
わ れ て い な い。 都 住 創
全 20 棟の名称、竣工年、
所在地を図 1、表 1 に記
す。なお、既報注 6) で示
した通り、都住創 20 棟

都心部立地の高経年コーポラティブ住宅群における次世代所有者の動向
ー同年代、同規模の特質を持つ「都住創」シリーズの比較を通して ー

The Next Generation’s Attitude of 
Long-standing Cooperative Housing Communities Located in the City Center

-Through Comparison of the “Tojuso” Series Dating
from the Same Period and of the Same Scale-

The purpose of our study is to determine the status of Cooperative Housing some time has

passed after its establishment. The subject of our research is the TOJUSO Series, 20 apartment

buildings near Osaka's city center. They are relatively small scale, with 7 to 50 apartments each.

They were built between 44 and 19 years ago.

This paper consists of questionnaires and interviews with the condominium owners. The 

questionnaires and interviews revealed that,next-gen owners who move in after buying the real 

estate become attached to their housing and actively participate in maintenance. The community is 

activated and there are instances where the maintenance of the residence is sustainable.

キーワード：コーポラティブ住宅、高経年マンション，小規模マンション， 維持管理，都心居住
Keywords : Cooperative Housing, Long-standing Housing, Maintenance, Urban Habitation
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図 1　住宅位置図注 5)　　　　
　　　　( 一部のみ )
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第一に新築時の最低限の安全の証である完了検査

100%実施が可能であることを明らかにした。第二に完了

検査 100%実施が居住地環境を改善し密集住宅市街地整

備を支援する手段になりうること、「歴史細街路」と共存

しうることを明らかにした。第三に、完了検査 100%実施

を背景にして、戸建て住宅の管理に基準法を活用する施

策の議論を提起することができた。 

 

 

注 

                                                         
1特定行政庁は、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のこと。

建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る

行政機関。 
2 国土交通委員会調査室客員調査員赤松宏和：「20 世紀の負の遺産」は

解消されるか～密集市街地の解消に向けた取組の変遷と密集法の再改

正～立法と調査 2007.3  
3 前川善寛元建築指導課長；全国建築震災会長会議 50周年記念シンポジ

ウム記念講演 
4建築物安全安心推進計画について（住宅局長通達 163号）,1999；新築

建築物と既存建築物の双方の安全対策に係る取組を建生産から維持管

理に関わる事業者や関係団体等と連携しながら進める運動。と新築建築

物の安全性を担保するうえで最重要課題であった完了検査の受検徹底

に注力している。 

 松野仁指導課長（後に、住宅局長）は、「特定行政庁の側が本来行政

としてしかできない違反建築物対策等を充実するため、推進計画を今年

度の重点課題として打ち出しております。大改正をしたこの機をとらえ

て建築基準法の実効性をあらしめるということは、この転機にやってい

くべきことであり、各都道府県にお願いして１つの運動として取り組ん

でいくということでございます（改正基準法の一部施行について,1999

年度日本建築主事会議総会,明治記念館）と発言している。 
5「新たな住宅政策に対応した制度的 枠組みはいかにあるべきか」報告

案,社会資本整備審議会住宅宅地分科会基本制度部会, 
6 ２項道路；基準法上の道路は原則として幅が 4m以上あることが必要と

されるが、幅４m未満というケースも「基準法上の道路とみなす」とい

う救済措置が設けられている（第 42条第 2項）。基準法が適用された際

にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと等が要件である。 
7 確認申請を要する「用途変更のみの工事」は検査を申請する義務がな

く、完了届を提出するだけでよい。 
8 限定特定行政庁; 限定された範囲（第４号の確認申請のみ）において

行政権限を有する特定行政庁である。 
9 ３項道路：２項道路について、拡幅することが困難な場合においては

特定行政庁が建築審査会の同意を得て、幅員 2.7ⅿ以上４ⅿ未満の路を

指定することができる。 
10足立区は、木造住宅密集市街地整備のために、『無接道家屋』建替え許

可制度；「街区プラン」を始めた。街区面積は 1420.2haにのぼる。これ

により、区内の木造住宅密集市街地に約 8000棟ある『無接道家屋』の 8 

割強が、但し書き許可を得、確認申請、完了検査の手続きを守って建替

えできるという。足立区『街区プラン』現地視察：調査日：2016 .9 .28 
11 国土総合研究所；43条但し書許可条件,  

www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0368pdf/ks0368.pdf 
12 豊島区へのヒヤリング調査は 2015年に実施している。 
13 戸建て管理ビジネスのヒヤリング調査実施期間：2014～2015年 
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